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はじめに

都市計画の運用

本県における都市計画の運用にあたっては、以下の都市計画法及び都市計画運用指針で示された

趣旨を十分に理解した上で、人口減少・高齢化社会、地域特性、社会経済情勢に応じた各種計画、

施策、都市計画事業等を講じていくことが求められています。 

また、これらの運用は、平成 27 年 10 月に策定した県全体の都市づくりの方向性を示す「福岡県

都市計画基本方針」で掲げる「集約型の都市づくり」へ寄与するものでなければなりません。 

本運用方針が都市計画実務担当者をはじめ、多くの都市計画に携わる皆様に活用していただき、

目指すべき都市の将来像の実現に向けて、整備・開発・保全に関する都市計画を一体的かつバラン

スよく運用していただきますことを期待しています。 

【都市計画法（第２条）】

「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市

活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべき

ことを基本理念として定めるものとする。」

【都市計画運用指針（抜粋）】

〇都市計画は、都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、緑地・自然

環境を適正に配置することにより、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生

活及び機能的な都市活動を確保しようとするものである。

このためには、様々な利用が競合し、他の土地の利用との間でお互いに影響を及ぼしあうという

性格を有する土地について、その合理的な利用が図られるよう一定の制限を課する必要があるが、

都市計画法に基づく都市計画はその根拠として適正な手続に裏打ちされた公共性のある計画とし

て機能を果たすものである。

〇都市計画法の都市計画に基づく規制手法は、これまで人口が増加する中で、無秩序な都市化をコ

ントロールするとともに、効率的な都市基盤の整備を実現するという役割を果たしてきた。

しかし、安定・成熟した都市型社会にあっては、全ての都市がこれまでのような人口増加を前提

とした都市づくりを目指す状況ではなくなってきており、都市の状況に応じて既成市街地の再構

築等により、都市構造の再編に取り組む必要があるが、その取組においては他の都市との競争・

協調という視点に立った個性的な都市づくりへの要請の高まりに応えていかなければならない。

〇このような中で都市が抱える課題に対応するためには、特に人口が減少に転じ、地域によっては

新たな建築行為等が行われにくくなっていることを踏まえれば、規制に加えて、民間の活動や投

資を誘導するという観点が必要であり、規制と誘導策とを一体として講じていくことが重要であ

る。
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